
コーポレート・ガバナンス方針 

 

当社は、取締役会において次の方針を定め、コーポレート・ガバナンスの透明性と公正性の向上を図

り、企業としての社会的責任を果たすことですべてのステークホルダーとの信頼関係を強化します。 

 

１．統治組織の全体像 

当社は、監査役会設置会社とし、重要な経営判断と業務執行の監督を担う取締役会と、取締役会か

ら独立した監査役および監査役会により、監督・牽制機能の実効性の維持・向上に努めます。 

また、執行役員制度を採用し、迅速な意思決定と権限・責任の明確化を図るとともに、共同ＣＥＯ

（最高経営責任者）体制によりグループの連携強化を図ります。 

取締役会はグループ経営の基本方針およびその根幹となる内部統制システム構築に関する基本方針

を策定し、これにより、当社およびグループ内会社の透明性の高い統治体制を構築します。 

また、取締役会の諮問機関として、委員長および委員の過半数を社外取締役とする指名・報酬委員会

および資産運用委員会を設置します。 

 

２．取締役および取締役会 

（１）取締役および取締役会の役割 

取締役会は、法令で定められた責務を履行するほか、経営に関する重要項目を決定するとともに、

業務執行の状況に対して、監督機能を発揮します。また、原則毎月開催し、適正人数で迅速に意思決

定を行うよう運営します。 

取締役は、これらの重要課題に関する知識の研鑽および経験の蓄積を通じて、経営管理を的確、公

正かつ効率的に遂行していきます。 

（２）取締役の員数、構成および任期 

取締役の員数は、迅速かつ適切な意思決定の実施および取締役会が負う責務の範囲を勘案して、定

款で定める１５名以内とします。社外取締役は、経営者など豊富な経験および幅広い見識を有する者

とし、企業法務、消費者対応、海外事業展開などの観点に社外の目を導入します。 

 取締役の任期は、その各事業年度の経営に対する責任を明らかにするために、選任後１年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。 

 

３．監査役および監査役会 

（１）監査役および監査役会の役割 

監査役は、法令が求める責務を履行するほか、顧客保護の重要性をふまえて業務運営の適法性およ

び適切性に関する監査を実施します。 

監査役会は、上述の監査が実効性をもって実施されるよう監査方針、監査計画等を決定します。 

（２）監査役の員数、構成および任期 

監査役の員数は、会計監査および業務監査の実効性の確保を勘案して、定款で定める７名以内とし、

このうち半数以上を、法令に従い社外監査役として選任します。 

監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終

結の時までとします。 



 2 

 

４．指名・報酬委員会 

（１）委員会の設置 

役員の選任および処遇の透明性を確保するために、指名・報酬委員会を設置します。 

指名・報酬委員会は、役員の選任方針および選任基準を定め、候補者案を決定するとともに、役員

の評価ならびに報酬体系および報酬について取締役会に勧告するほか、重要な子会社の役員の選任な

らびに処遇についても関与します。 

（２）委員の構成および選任 

委員会は、取締役の中から、５名以内の委員で構成し、委員の独立性および中立性を確保するため

に、委員の過半数は社外取締役から選任します。また、委員長は社外取締役である委員の中から互選

で選任します。 

 

５．資産運用委員会 

（１）委員会の設置 

グループの資産運用力を向上させることを目的として、資産運用委員会を設置します。資産運用

委員会は、グループ資産運用方針の策定および資産運用状況の評価等に関与します。 

（２）委員の構成および選任 

 委員会は、取締役の中から、５名以内の委員で構成し、委員の独立性および中立性を確保するた

めに、委員の過半数は社外取締役から選任します。また、委員長は社外取締役である委員の中から

互選で選任します。 

 

６．役員報酬決定方針 

当社の取締役および執行役員ならびに監査役への報酬は、次の役員報酬決定方針に則り、取締役お

よび執行役員の報酬については指名・報酬委員会の審議を経て取締役会が決定し、監査役の報酬につ

いては監査役の協議により定めます。 

（１）基本方針 

取締役および執行役員の報酬は、業績向上への意欲を高め、長期的な企業価値の向上に資する報

酬体系、優秀な人材の確保が可能な報酬水準とし、具体的水準については、社外委員中心の指名・

報酬委員会の審議を経て決定することにより客観性および透明性を確保します。 

なお、重要な子会社の取締役および執行役員の報酬体系についても原則として同様の体系を採用

するものとします。 

監査役の報酬は、その独立性に配慮しつつ、職務および責任に見合った報酬体系・水準とします。 

（２）取締役の報酬 

取締役報酬は、基本報酬および株式報酬型ストックオプションにより構成します。 

基本報酬は、月例報酬および業績連動報酬により構成します。月例報酬は、社外・社内の別、代

表権の有無に応じて定額で決定します。業績連動報酬は、会社業績に応じて決定するものとし、修

正連結利益および一株当たり純資産の増減率を指標として決定します。 

長期的な企業価値向上と報酬の連動性を高めるため、株式報酬型ストックオプションを付与しま

す。 
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ただし、社外取締役に対する株式報酬型ストックオプションおよび業績連動報酬の支給は行いま

せん。 

なお、執行役員を兼務する取締役に対しては、取締役としての報酬と執行役員としての報酬を合

算して支給します。 

（３）執行役員の報酬 

執行役員報酬は、基本報酬および株式報酬型ストックオプションにより構成します。 

基本報酬は、月例報酬および業績連動報酬により構成します。 月例報酬は、役位に応じて定額

で決定します。業績連動報酬は、会社業績および個人業績に応じて決定するものとし、会社業績連

動報酬は、修正連結利益および一株当たり純資産の増減率を指標として決定します。また、個人業

績連動報酬は、執行役員の業績評価に応じて決定します。 

長期的な企業価値向上と報酬の連動性を高めるため、株式報酬型ストックオプションを付与しま

す。 

（４）監査役の報酬 

監査役報酬は、基本報酬により構成します。基本報酬は、監査役が協議のうえ、常勤・非常勤の

別に応じ定額で定めます。 

 

７．情報開示 

当社は、適時・適切・公平に正確な情報を提供し、説明責任を果たします。また、必要な情報を正

確・迅速に提供するために社内規程などの開示体制を整備します。その一環として、重要な開示事項

について具体的内容を定めるために開示審査会を設置します。 

 

８．グループ内会社管理方針 

当社は、グループ全体の事業を統括し、各事業の有機的連携を図ることにより、グループ全体の企

業価値の向上を図ります。そのために、当社は、社内規程の制定などの体制を整備して、グループ内

会社の経営管理を適切に行います。 

当社は、グループ共通の経営ビジョン・基本方針を策定しグループ内会社に周知するほか、モニタ

リング等を通じて適切な経営管理を実施します。また、リスク管理態勢、法令等遵守態勢、利益相反

管理態勢、顧客情報管理態勢、内部監査態勢などを適切に整備し、グループ内会社の内部統制の実効

性を確保します。 

グループ内会社は、グループの基本方針等に基づいて、各社の基本方針および経営計画を策定する

ものとします。 

 

２０１０年 ４月 １日 制定 

２０１０年１０月１５日 改定 

２０１０年１１月 ２日 改定 

２０１１年 ５月 ２日 改定 

以上 

 

 


